
【様式３】 

③食育の日の取組 

 
提 出 都 道 府 県 名 

政 令 指 定 都 市 名 

さいたま市 

取 組 市 町 村 名 

取 組 団 体 ・ 企 業 名 

さいたま市（健康増進課） 

取 組 の 名 称 「さいたま市食育なび」等による「食育の日」の普及啓発 

実 施 時 期 毎月１９日前後 

取 組 内 容 ○「さいたま市食育なび」による普及啓発 
毎月１９日前後に、さいたま市の食育に関するウェブサイト 

「さいたま市食育なび」（http://www.saitamacity-shokuiku.jp/） 
において、“毎月１９日は「食育の日」”という記事を掲載し、 
広く市民を対象とした普及啓発を行いました。 
 また、さいたま市では、食育の日

と合わせて毎月１９日を「地産地消

の日」に制定し、更なる地産地消の

推進に取り組んでいます。 

（掲載例） 
【９月１９日】 
・野菜を１日３５０ｇ食べよう 
・旬のなすを食べよう 

【１１月１９日】 
・食品ロスを減らそう 
・旬のさつま芋を食べよう 

【１２月１９日】 
・年末農産物即売会 
・旬のくわいを食べよう 

 
 
○庁内の電子掲示板による普及啓発 
毎月１９日前後に、庁内の電子掲

示板において、“毎月１９日は「食育

の日」、「地産地消の日」です”とい

う記事を掲載し、職員を対象とした

普及啓発を行いました。 

 



【様式３】 

シールデザイン のぼりデザイン 

③食育の日の取組 

 
提 出 都 道 府 県 名 

政 令 指 定 都 市 名 

さいたま市 

取 組 市 町 村 名 

取 組 団 体 ・ 企 業 名 

さいたま市（農業政策課） 

取 組 の 名 称 地産地消の日 

実 施 時 期 毎月１９日前後 

取 組 内 容 〇目的  市内産農産物の PR及び地産地消の推進 

〇対象者 市民 

〇実施内容 

１．市内産農産物マルシェの開催 

   まるまるひがしにほん（東日本連携センター）において、市内産農産物の販売

会を開催し、生産者と消費者のふれあいを創出するとともに、市内産農産物の

PR及び地産地消の推進に取り組みました。 

２．庁舎内市内産農産物即売会の開催 

   月に１度、庁舎内において市内産農産物の即売会を開催し、来庁者及び職員へ

の市内産農産物を PR及び地産地消の推進に取り組みました。 

３．啓発品の作成 

   市内の農産物直売所等において、ポスターやのぼり旗の設置及

び農産物へシールの貼付を行い、市内産農産物の PR 及び地産

地消の推進に取り組みました。 




